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国 税 庁

法人番号　7000012050002

この社会あなたの税がいきている

宗教法人の税務

令和 5 年版

税務職員ふたば

チャットボットの

ご利用はこちらから

特設サイト■ 令和５年 月１日からインボイス制度が始まります！

○ 特集 インボイス制度（特設サイト）

国税庁ホームページのインボイス制度に関する特設サイトでは、制度の概要や

インボイス発行事業者の登録申請手続についてご案内しています。

○ 税務相談チャットボット（インボイス制度）

インボイス制度に関する一般的なご質問は、税務相談チャットボットをご利用ください。

ご質問内容をメニューから選択するか、文字で入力いただくと、

を活用して「税務職員ふたば」が自動でお答えします。

土日・夜間でもご利用いただけます。

※ 一般的なご質問は、専用ダイヤルでも受け付けております。

詳しくは、上記「特設サイト」をご覧ください。



年末調整手続の電子化でバックオフィス業務が効率化！

　年末調整手続の電子化とは、年末調整の際に、 

① 従業員が、保険会社等から控除証明書等をデータで取得し、

② そのデータを「年調ソフト」等に取り込んで従業員が保険料控除申告書などをデータで作成、

③ 控除額が自動計算された保険料控除申告書等を勤務先にデータで提供し、

④ 勤務先において、提供されたデータを基に年税額を自動計算し、提供されたデータを保管

するもので、保険料控除や配偶者（特別）控除の控除額の検算や控除証明書等のチェックが不要と

なるなど、バックオフィス業務が効率化されます。

　また、国税庁では、年末調整手続において、従業員が控除証明書等データを用いて

簡便・正確に控除申告書を作成することができる「年調ソフト」をパソコン・スマート

フォンの公式アプリストアなどで無償提供していますので、ご活用ください。
詳しくはこちら↑

はじめに

　源泉所得税の納付は、①金融機関や税務署等の窓口に赴く必

要がなく、②自宅や事務所などから納付手続が可能な非対面の

「キャッシュレス納付」が便利です。

　このパンフレットは、宗教法人が支払う給与や

報酬・料金に対する所得税及び復興特別所得税の

源泉徴収、宗教法人が行う収益事業に対する法人

税の課税、地方法人税の課税、宗教法人が行う資

産の譲渡等に対する消費税の課税、宗教法人が作

成する一定の文章に対する印紙税等に関し、特に

注意していただきたい事項について、その概要を

説明したものです。

このパンフレットは、令和4年11月１日現在の

所得税法等関係法令に基づいて作成してあります。

源泉所得税の納付はキャッシュレス納付が便利です！

詳しくはこちら↑

マイナンバーカードでできることって？
マイナンバーカードを利用して、e-Taxで提出すれば本人確認書類の提示又は写しの添付が不要

です。その他、マイナンバーカードでログインすれば、e-Taxのメッセージボックスから申告した

内容や税務署からのお知らせなどを確認できます。

マイナンバーカードの取得方法 スマホによる申請
はこちらから！

　源泉所得税の納付は、①金融機関や税務署等の窓口に赴く必

要がなく、②自宅や事務所などから納付手続が可能な非対面の

「キャッシュレス納付」が便利です。

源泉所得税の納付はキャッシュレス納付が便利です！

　郵便・パソコン・スマホなどで申請でき、無料で取得できます。詳しくは、

マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。
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เඡࣉ収制度は、給与やإᣛ・料金などのเඡࣉ収の対象とされている所ࢽのૅ৚者が、そのૅ৚の際

に所定の所ࢽ税をࣉ収して国に納付するというものです。また、࠯঺25年１月１日から令和1�年

したがって、宗教法人においても、その代表役Ճ（˰Ꮀ、ܷӮ等）やᎰՃ等に給与やᡚᎰ手当をૅ৚う場

合、あるいは税理ٟ等のإᣛ・料金、ᜒ๫料等をૅ৚う場合には、เඡࣉ収፯務者として、そのૅ৚の際に、

所定の所ࢽ税及びࣄᐻ特別所ࢽ税をเඡࣉ収して納付する必要があります。

なお、非އ˰者やٳ国法人に対して、給与やإᣛ、ɧѣ産の̅用料、土地・࡫物等の譲受けの対価等をૅ

৚う場合にも、所定の所ࢽ税及びࣄᐻ特別所ࢽ税をเඡࣉ収して納付する必要があります。

宗教法人の会計ϼ理をദしく行うため、次

の事᪮に注ॖして、ࠝ 日᪭から宗教法人の収

ૅと˰Ꮀ等̾人の収ૅをଢᄩに区分してお

くことが必要です。

また、˰ Ꮀ等の給与については、あらかじ

め適ദな金額を定め൑月一定の日にૅ給す

ることがஓましいと࣬われます。

① 宗教෇ѣにˤう収入や宗教法人の資産

からဃƣる収入は、全て宗教法人の収入と

なります。

（เ　ඡ　所　ࢽ　税）（เ　ඡ　所　ࢽ　税）

宗教法人もเඡࣉ収፯務者となります。

12月�1日までの間にဃじる所ࢽのうƪ、所ࢽ税のเ

ඡࣉ収の対象とされている所ࢽについては、所ࢽ税

をࣉ収する際に、ࣄᐻ特別所ࢽ税を́せてࣉ収しࣉ、

収した所ࢽ税と́せて納付することとされています。

この所ࢽ税及びࣄᐻ特別所ࢽ税をࣉ収して国に納付

する፯務のある者を「เඡࣉ収፯務者」といいます。

เඡࣉ収の対象とされている所ࢽのૅ৚者は、それ

が会社やңӷኵ合である場合はもƪǖん、ܫ、ఄܖ公

̾、であっても、また࠻ 人や人格のない社団・ᝠ団で

あっても、全てเඡࣉ収፯務者となります。

̾人のܼ計と宗教法人の会計とはଢᄩに区分する

必要があります。
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給与からเඡࣉ収をする所ࢽ税及びࣄᐻ特別所ࢽ税の額は、税額表を適用して求めることがでƖます。

税額表の適用区分

　給料やច与からเඡࣉ収をする税額は、「เඡࣉ収税額表」を適用して求めます。

　この税額表は、「月額表」、「日額表」及び「ច与に対するเඡࣉ収税額の算出率の表」に分かれてお

り、また、それƧれの税額表は、「ဍ」ഇ及び「ʊ」ഇ、日額表は୼に「ɰ」ഇに区分されています。

　これらの税額表は、給与のૅ給区分及び「給与所ࢽ者のৣ᫱控除等申告書」の提出のஊ໯に応じ、それ

Ƨれ次の表のとおり適用します。

　　したがって、ࠋ施、ڊ納金、会費、ྂ 金、ធ᥉、寄附金、ᩃ収入等は全て宗教法人の収入として宗教法人の会計

　帳簿にദしく記載する必要があります。

② 宗教෇ѣにˤうૅ出や宗教法人の資産のዜਤ、ሥ理に要するૅ出は、全て宗教法人のૅ出となります。　

そのうƪ、˰ ᎰやܷӮ（以下「˰Ꮀ等」といいます。）、ᎰՃ等に対する給与については、そのૅ৚の際に所ࢽ

　税及びࣄᐻ特別所ࢽ税のเඡࣉ収を行うこととなります。この給与には、金᥉でૅ৚われる給料やច与の

　Ǆか、ࢸでᛟଢするいわǏるྵ物給与もԃまれます。

　　なお、宗教法人の収入として計上すǂƖࠋ施等を˰Ꮀ等̾人が費消した場合には、宗教法人から˰Ꮀ等に

　対して給与のૅ৚があったものとされ、เඡࣉ収の対象となります。

③ ᝠ産についても、宗教法人のものと˰Ꮀ等̾人のものとをଢᄩに区分しておくことが必要です。

給与所ࢽのเඡࣉ収税額は、税額表を適用して求

めます。

（注）1　給与のૅ৚を受ける人は、ৣ᫱ᚃଈのஊ໯に関係なく、原則として൑年இ初に給与のૅ৚を受ける日

の前日までに、「給与所ࢽ者のৣ᫱控除等申告書」を給与のૅ৚者に提出しなければなりません。

適用するഇ適用する税額表

月額表

提出あり ဍ　ഇ

ဍ　ഇ

ဍ　ഇ

提出あり

提出なし ʊ　ഇ

ʊ　ഇ

ʊ　ഇ

ɰ　ഇ

提出なし

提出あり

提出なし

（提出ɧ要）

日額表

日額表

ច与に対するเ

ඡࣉ収税額の算

出率の表又は月

額表

給与のૅ給区分

①月ごとにૅ৚うもの

②Ҟ月ごと、10日ごとにૅ৚うもの

③月の整数̿の期間ごとにૅ৚うもの

į൑日ૅ৚うもの

İᡵごとにૅ৚うもの

ı日лでૅ৚うもの

Ĳ日ᨽ᝹金

ĳច　与

日ᨽ᝹金を除

Ɩます。

ৣ᫱控除等申告

書の提出のஊ໯
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˰Ꮀ等が˂にѮ務している場合の税額表の適用

給料に対するเඡࣉ収税額の計算方法（令和5年分）

ဍഇ適用（主たる給与）

月々のเඡࣉ収税額は、次のように計算します。

Ɔ設例Ƈ 宗教法人ŨŨݢの ˰Ꮀの場合（ψᎰなし）

① 令和5年３月分給料 420,000円

② 給料の額から控除する社会保ᨖ料等 6�,08�円

③ 「給与所ࢽ者のৣ᫱控除等申告書」の提出あり（เඡ控除対象

配ͪ者あり、控除対象ৣ᫱ᚃଈ１人）

　　　2　２か所以上から給与のૅ৚を受ける場合には、「給与所ࢽ者のৣ᫱控除等申告書」は、そのいƣれか

一の給与のૅ৚者にのみ提出することがでƖます。この場合、その申告書の提出έからૅ৚を受ける

給与を「主たる給与」といい、それ以ٳの者からૅ৚を受ける給与を「ࢼたる給与」といいます。

　宗教法人の˰Ꮀ等のɶには、˂ にѮめながら宗教法人の用務を行うなど、˂ のѮ務έからも給与のૅ৚

を受けている人がいます。

　このような人が、˂ のѮ務έに「給与所ࢽ者のৣ᫱控除等申告書」を提出している場合には、その宗教法人

がૅ৚う給与は「ࢼたる給与」として、税額表の「ʊ」ഇを適用してเඡࣉ収を行うことになります。

　なお、２か所以上からૅ৚を受ける給与について、そのいƣれを「主たる給与」とするかは、ஜ人の選択に

よってൿめることがでƖます。

��
���
��
���

��
���
��
���

��
���
��
���

��
���

��
���

��
���
��
���

��
���

݄ɹɹֹɹɹද

ዮૅ給金額
（課税分）

420,000円 Ყ

Ყ

Ჷ

Ჷ

62,6��円 35�,�6�円 �,450円

……

……

社会保ᨖ料等 （เඡࣉ収税額）
社会保ᨖ料等控除
の給与等の金額ࢸ

Ɔ税額の計算Ƈ
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݄ɹɹֹɹɹද

ዮૅ給金額
（課税分）

420,000円 Ყ

Ყ

Ჷ

Ჷ

6�,08�円 356,�1�円 �,450円

……

……

社会保ᨖ料等 （เඡࣉ収税額）
社会保ᨖ料等控除
の給与等の金額ࢸ

① 社会保ᨖ料等控除ࢸの給与等の金額を求めると、�56,�1� 円（420,000 円Ყ6�,08� 円）

　となります。

② 月額表の「その月の社会保ᨖ料等控除ࢸの給与等の金額」ഇで、�56,�1� 円がԃまれてい

　る「 �56,000 円以上 �5�,000 円ச満 」の行を求め、その行と「ဍ」ഇの「ৣ᫱ᚃଈ等の数」が

　「２人」（เඡ控除対象配ͪ者と控除対象ৣ᫱ᚃଈ１人の合計）ഇとのʩわるとこǖに記載され

　ている �,450 円が求める税額です。

２ ʊഇ適用（ࢼたる給与）

Ɔ税額の計算Ƈ

݄ɹɹֹɹɹද

ዮૅ給金額
（課税分）

�0,000円 Ყ

Ყ

Ჷ

Ჷ

0円 �0,000円 3,200円

……

……

社会保ᨖ料等 （เඡࣉ収税額）
社会保ᨖ料等控除
の給与等の金額ࢸ

Ɔ設例Ƈ 宗教法人××ݢの ˰Ꮀの場合（ψᎰあり）

① 令和５年５月分給料 円

② 給料の額から控除する社会保ᨖ料等なし

③ 「給与所ࢽ者のৣ᫱控除等申告書」の提出なし（˂のѮ務έに

提出ฎみ）

- 4 -



݄ɹɹֹɹɹද

ዮૅ給金額
（課税分）

�0,000円 Ყ

Ყ

Ჷ

Ჷ

0円 �0,000円 3,200円

……

……

社会保ᨖ料等 （เඡࣉ収税額）
社会保ᨖ料等控除
の給与等の金額ࢸ

① 給料の額から控除する社会保ᨖ料等がありませんので、ૅ 給額�0,000円がそのまま$˰

　Ꮀの社会保ᨖ料等控除ࢸの給与等の金額になります。

② 月額表の「その月の社会保ᨖ料等控除ࢸの給与等の金額」ഇで、�0,000円がԃまれている

　「 �0,000円以上�1,000円ச満 」の行を求め、その行と「ʊ」ഇとのʩわるとこǖに記載さ

　れている�,200円が求める税額です。

　　なお、「ʊ」ഇの適用を受ける人については、「その月の社会保ᨖ料等控除ࢸの給与等の金額」

　が88,000円ச満の場合でも、�.06�％の税率が適用されます。

ច与に対するเඡࣉ収税額の計算方法（令和5年分）

Ɔ税額の計算Ƈ

賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表

ዮૅ給金額
（課税分）

554,000円 Ყ

Ყ

Ჷ

Ჷ

84,5�6円 46�,404円

社会保ᨖ料等

（เඡࣉ収税額）

社会保ᨖ料等控除
の給与等の金額ࢸ

46�,404円 ×

×

Ჷ

Ჷ

2.042� �,585円

ច与の金額に
ʈƣǂƖ率

社会保ᨖ料等控除
の給与等の金額ࢸ

Ɔ設例Ƈ 宗教法人ţţݢの ˰Ꮀの場合（ψᎰなし）

① 前月分の給料（社会保ᨖ料等控除ࢸ） 円

② ច与の金額 円

③ ច与の額から控除する社会保ᨖ料等

į 「給与所ࢽ者のৣ᫱控除等申告書」の提出あり（เඡ控除対象配

ͪ者あり、控除対象ৣ᫱ᚃଈ１人）

85,1��円
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賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表

ዮૅ給金額
（課税分）

554,000円 Ყ

Ყ

Ჷ

Ჷ

85,1��円 468,82�円

社会保ᨖ料等

（เඡࣉ収税額）

社会保ᨖ料等控除
の給与等の金額ࢸ

468,82�円 ×

×

Ჷ

Ჷ

2.042% �,5��円

ច与の金額に
ʈƣǂƖ率

社会保ᨖ料等控除
の給与等の金額ࢸ

① 算出率の表の「ဍ」ഇにより、「ৣ᫱ᚃଈ等の数」が「2人」（เඡ控除対象配ͪ者と控除対象ৣ᫱ᚃ

　ଈ１人の合計）のഇで、前月の社会保ᨖ料等控除ࢸの給与等の金額200,820円がԃまれている

　「1��Ҙ円以上26�Ҙ円ச満」の行を求めます。その行と「ច与の金額にʈƣǂƖ率」ഇとのʩわる

　とこǖに記載されている「2.042％」が、ច与の金額にʈƣる率です。

② ច与の金額554,000円から社会保ᨖ料等85,1��円を控除したസ額468,823円に2.042％

　をʈじた金額9,5��円（１円ச満のᇢ数Џਾて）が求める税額です。

給与は金᥉でૅ給するのが୍ᡫですが、例えば、宗教法人が、˰Ꮀ等やᎰՃ等に対して᫢事などをྵ物で

ૅ給している場合や、˰އを໯Νで提供しているような場合には、これらはいわǏるྵ物給与のૅ給を

したものとされますので、これらもเඡࣉ収の対象にԃめる必要があります。

しかし、宗教法人の˰Ꮀ等がࡉᘻや社務所等に

໯Νでއ˰している場合には、そのࡉᘻや社務所

等にއ˰することは、Ꮀ務の᡾行上やǉをࢽない

必要に基Ʈくものとᛐめられますので、それが、

ᡫࠝ、˰Ꮀ等がއ˰するܼދ又はᢿދとして相当

なものである限り、เඡࣉ収の対象とする必要は

ありません。

เඡࣉ収の対象となる給与には、金᥉でૅ給される

もののǄか、経ฎ的М益の供与や物のૅ給もԃまれ

ます。

宗教法人のࡉᘻ等に໯Νでއ˰している場合

給与のૅ৚者が役Ճや̅用人に˰ܡ等を໯Ν又は˯額の᝹貸料で貸与した場合には、一定の算式

により計算した᝹貸料相当額と実際にࣉ収している᝹貸料の額とのࠀ額がその役Ճや̅用人に対す

る給与所ࢽとされ、เඡࣉ収の対象とされます。
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宗教法人から法ᘘ等のૅ給（貸与）を受けた場合

　給与のૅ৚者が役Ճや̅用人に対して໯

Νでᘘ஌等をૅ給又は貸与した場合には、

そのᘘ஌等の価額又は貸与料に相当する金

額の給与のૅ給があったものとしてเඡࣉ

収の対象とされます。

　しかし、宗教法人が˰Ꮀ等にૅ給又は貸

与する法ᘘ等については、それが宗教法人

の業務の᡾行のために必要なものであれば

一ᆔの制஌ともいえますので、เඡࣉ収の

対象とする必要はありません。

˰Ꮀ等が̾人で負担すǂƖ᫩᫢代、ဃ෇費やঅࡼ費などを宗教法人が負担した場合には、その負

担した金額は˰Ꮀ等に対して給与のૅ給があったものとして取りৢわれますので、その負担した

金額を˰Ꮀ等の給与にԃめてเඡࣉ収の対象とする必要があります。

月々の給料については、「給与所ࢽのเඡࣉ収税額表（月額表）」によって、เඡࣉ収を行いますが、月

々にࣉ収した税額の１年間の合計額は、その１年間の給与所ࢽに対する年税額とは一ᐲしないのが୍ᡫです。

このため、給与のૅ৚者は、その年இࢸの給与のૅ৚の際に、その年１年間の給与所ࢽに対する年税額を

計算し、ଏに月々の給与などのૅ৚の際にเඡࣉ収をした税額の合計額とൔ᠋してᢅɧឱ額を求め、そのᢅ

ɧឱ額をች算（ᢩ付又はࣉ収）します。

̾人で負担すǂƖ᫩᫢代等の費用を宗教法人が負担した場合

費を宗教法人が負担した場合ܖのࢂ܇

　宗教法人が˰Ꮀ等のࢂ܇のܖ費を負担した場合には、

その負担した金額は˰Ꮀ等に対して給与のૅ給があっ

たものとして取りৢわれますので、その負担した金額

を˰Ꮀ等の給与にԃめてเඡࣉ収の対象とする必要が

あります。
子弟の学費

「給与所ࢽ者のৣ᫱控除等申告書」を提出してい

る人で一定の人については、その年இࢸの給与の

ૅ৚をする際、年஛調整を行います。
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Ɔเඡࣉ収簿の記載例Ƈ

給与のૅ৚額やเඡࣉ収税額は、เඡࣉ収簿等に

記録します。

ᡚᎰ手当や一定のإᣛ・料金についてもเඡࣉ収

が必要です。

１　ᡚᎰ手当等

　　ᡚᎰ手当等をૅ৚う場合には、ૅ৚を受ける人（ᡚᎰ者）か

　ら「ᡚᎰ所ࢽの受給に関する申告書」の提出を受け、この申告

　書に記載されているѮዓ年数などに基ƮいてᡚᎰ所ࢽ控除額

　（Ѯዓ年数１年当たり40万円（Ѯዓ年数が20年をឬえる人

　については、800万円にそのឬえる年数１年当たり�0万円

　をь算した額））を計算し、ᡚᎰ手当等の区分に応じ次の課税

　ᡚᎰ所ࢽ金額を課税標準として求めた税額を、ᡚᎰ手当等を

　ૅ৚う際にเඡࣉ収します。

　宗教法人は、給与のૅ৚を受ける人ごとに月々の給料のૅ৚額やเඡࣉ収税額などを、給与所ࢽに対する

เඡࣉ収簿等に記録しておƖ、年஛調整を行う際やเඡࣉ収ᅚを˺঺する際の資料とします。

　なお、เඡࣉ収簿は、国税࠻țーȠページƂhttps://www.nta.go.jpƃからȀǦンȭーȉでƖます。

（注）　国税࠻țーȠページに掲載しているเඡࣉ収簿は、เඡࣉ収事務の̝ܯをᎋ慮して˺঺しているものですので、給

　　与のૅ৚者が̅用している給与Ө帳等であっても、൑月のเඡࣉ収の記録などが分かり、年஛調整のために̅用で

　　Ɩるものであれば、それを̅用してࠀしૅえありません。

1

所 

属

区 

分

給

料

・

手

当

等

賞

与

等

計

計

月
区
分

総 支 給 金 額
社会保険 
料 等  の
控 除 額

社会保険料等 
控除後の給与 
等 の 金 額

年末調整 
による過 
不足税額 

算 出 税 額
差  引

徴収税額

前年の年末調整に基づき繰り越した過不足税額 

配
偶
者
の
有
無

有
・
無

当初

月 日
人

人

整 理 
番 号 

扶養親 
族等の 
数 

円円円円円円
円 円 月月 円 円

円

（郵便番号  －   ） （フリガナ） 

（生年月日 明・大・昭・平・令  月 日） 

別月別月 額税たし収徴は又付還額税たし収徴は又付還 高残引差高残引差

人

支

月

給

日

職 
名

住 

所
氏
名

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

① ②

⑥⑤④

③

（税率   ％） 

（税率   ％） 

（税率   ％） 

（税率   ％） 

整

年

末

調

配偶者の合計所得金額

所得金額調整控除の適用
　　　　有・無

（※　適用有の場合は⑩に記載）

（ 円）

旧長期損害保険料支払額

（ 円）
⑫のうち小規模企業共済
等掛金の金額

（ 円）
⑬のうち国民年金保険料
等の金額

（ 円）

（1円未満切上げ、最高150,000円） 

社会保 
険料等 
控除額 

給 料 ・ 手 当 等

計

生 命 保 険 料 の 控 除 額
地 震 保 険 料 の 控 除 額

基 礎 控 除 額

配 偶 者 （ 特 別 ） 控 除 額

（ 特 定 増 改 築 等 ） 住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 額
年 調 所 得 税 額 （ 　 － 　 、マ イ ナ ス の 場 合 は 0 ）

年 調 年 税 額 （ × 1 0 2 . 1 % ）

差  引  超  過  額  又  は  不  足  額 （  － ⑧ ）
本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額
未 払 給 与 に 係 る 未 徴 収 の 税 額 に 充 当 す る 金 額
差  引  還  付  す  る  金  額 （  －  －  ）

本 年 中 に 還 付 す る 金 額  
翌 年 に お い て 還 付 す る 金 額  

本 年 最 後 の 給 与 か ら 徴 収 す る 金 額
翌 年 に 繰 り 越 し て 徴 収 す る 金 額

給与所得控除後の給与等の金額（調整控除後）
（⑨ ‒ ⑩）

○ 25

○ 24

○ 26 ○ 27 ○ 28

○ 22

○ 23

円

⑩

扶養控除額及び障害者等の控除額の合計額

差引課税給与所得金額（⑪‒⑳）及び算出所得税額

所 得 控 除 額 の 合 計 額

円③ 
⑥ 
⑧ 

○ 24

（1,000円未満切捨て） 

① 
④ 
⑦ 
⑨ 

⑪
⑫ 
⑬ 
⑭ 
⑮ 
⑯ 
⑰ 

⑲
⑱

⑳

○ 21

（100円未満切捨て） 

金 額

給 与 等 か ら の 控 除 分 （ ② ＋ ⑤ ） 

申 告 に よ る 社 会 保 険 料 の 控 除 分  

申告による小規模企業共済等掛金の控除分 

超 過 額 

の 精 算 

不 足 額 
の 精 算 

同上の 
うち 

○ 25

○ 26

○ 23

○ 27

○ 28

○ 29

○ 30

○ 31

○ 32

○ 33

従たる給与
から控除す
る源泉控除
対象配偶者
と控除対象
扶養親族の
合 計 数

区 分

年 

○ 22

所 得 金 額 調 整 控 除 額
（（⑦－8,500,000円）×10％、マイナスの場合は０）

給 与 所 得 控 除 後 の 給 与 等 の 金 額

（⑫＋⑬＋⑭＋⑮＋⑯＋⑰＋⑱＋⑲）

税 額

同 上 の 税 額 に つ
き 還 付 又 は 徴 収
し た 月 区 分

賞 与 等

特定
扶養
親族

老人扶養親族扶
養
控
除
等
の
申
告
・
各
種
控
除
額

申
告
の
有
無

区分

申告月日
人

38

その他 本人・配・
扶（　人）

勤労
学生本人・配・

扶（　人）
配・

扶（　人）

寡婦・ひとり親

寡婦・ひとり親

寡婦・ひとり親

有・無人 人 人 人 人 人当初 有・無

有・無

有
・
無

/ 有・無

有・無/ 有・無
27（寡婦）
35（ひとり親） 2763 58 48 27 40 75控

除
額

1人当たり
（万円）

合計
（万円）

寡 婦
又 は
ひとり親

同居特別
障 害 者

特 別
障 害 者

一 般 の
障 害 者

同 居
老 親 等

一般の
控除対
象扶養
親 族

源 泉
控 除
対 象
配偶者

甲欄
乙欄

分

令
和
5
年

給
与
所
得
に
対
す
る
源
泉
徴
収
簿

○○市△△町１丁目１－１
○ ○　○ △ △　△

××× ××××

1 25 420
000

420
000

420
000

63
087

63
087

63
087

356
913

356
913

356
913

7
450

7
450

7
450

7
450

7
450

7
450

2

2

2

2 24

3 24

この手ዓを年஛調整といい、年஛調整は、「給与所ࢽ者のৣ᫱控除等申告書」を提出している人（ဍഇ適

用者）で、その提出έから受ける給与の収入金額が年間 万円以下の人について行います。

なお、年஛調整の手᪯などその詳しいϋܾについては、国税࠻țーȠページƂJVVRU���YYY.PVC.IQ.LRƃ

に掲載している「年஛調整のしかた」を参照してください。
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เඡࣉ収をした所ࢽ税及びࣄᐻ特別所ࢽ税は、原則として

給与などをૅ৚った月の፻月 日までに （イーǿッǯ

ス）をМ用して納付するか又は所ࢽ税ࣉ収高計算書（納付書）

をชえて、இ寄りの金ᗡೞ関ᒉしくは所轄の税務署のᆸӝで

納付します。

e-Tax

が必要です。

เඡࣉ収をした所ࢽ税及びࣄᐻ特別所ࢽ税は、納期

限までにe-TaxをМ用して納付するか又はஇ寄りの

金ᗡೞ関ᒉしくは所轄の税務署のᆸӝで納付します。

　なお、เඡࣉ収をする税額は、原則として「ᡚᎰ所ࢽのเඡࣉ収税額のᡮ算表」を̅用して求めます

が、ૅ৚を受ける人（ᡚᎰ者）から「ᡚᎰ所ࢽの受給に関する申告書」の提出がない場合には、そのᡚ

Ꮀ手当等のૅ৚金額に20.42％の税率をʈじた税額をเඡࣉ収します。

ᣛ・料金إ　２

　　宗教法人がᜒ๫会を᧏͵し、ᜒࠖにૅ৚うᜓᅇについても

　所ࢽ税及びࣄᐻ特別所ࢽ税のเඡࣉ収をしなければなりませ

　ん。このǄかに、税理ٟやࡰᜱٟ等にૅ৚うإᣛなど一定の

。ᣛ・料金についてもӷじですإ　

　　この場合の税率は、原則として10.21％（ӷ一の人に対し

　て１ׅにૅ৚われる金額が100万円をឬえる場合には、その

　ឬえるᢿ分については20.42％）です。

（注）１　一般ᡚᎰ手当等とは、ᡚᎰ手当等のうƪ、特定役ՃᡚᎰ手当等及びჺ期ᡚᎰ手当等のいƣれにも
　　　　ᛆ当しないものをいいます。
　　　２　ჺ期ᡚᎰ手当等とは、ჺ期Ѯዓ年数（役Ճ等以ٳの者としてѮ務した期間により計算したѮዓ年
　　　　数が５年以下であるものをいい、このѮዓ年数については、役Ճ等としてѮ務した期間がある場合
　　　　には、その期間をԃめて計算します。）に対応するᡚᎰ手当等としてૅ৚を受けるものであって、
　　　　特定役ՃᡚᎰ手当等にᛆ当しないものをいいます。
　　　３　特定役ՃᡚᎰ手当等とは、役Ճ等としてのѮዓ年数（以下「役Ճ等Ѯዓ年数」といいます。）が
　　　　５年以下である人がૅ৚を受けるᡚᎰ手当等のうƪ、その役Ճ等Ѯዓ年数に対応するᡚᎰ手当等と
　　　　してૅ৚を受けるものをいいます。
（※）　ஜ年ɶに、一般ᡚᎰ手当等、ჺ期ᡚᎰ手当等又は特定役ՃᡚᎰ手当等のうƪ２以上のᡚᎰ手当等の
　　　ૅ৚がある場合の課税ᡚᎰ所ࢽ金額の計算方法などについては、国税࠻țーȠページƂJVVRU���
　　　YYY.PVC.IQ.LR�RWDNKECVKQP�RCORJ�01.JVOƃに掲載している「ჺ期ᡚᎰ手当等᳋Რ 
　　　᲻」をごᄩᛐください。
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เඡࣉ収をした所ࢽ税及びࣄᐻ特別所ࢽ税は、原則として

給与などをૅ৚った月の፻月 日までに （イーǿッǯ

ス）をМ用して納付するか又は所ࢽ税ࣉ収高計算書（納付書）

をชえて、இ寄りの金ᗡೞ関ᒉしくは所轄の税務署のᆸӝで

納付します。

e-Tax

が必要です。

เඡࣉ収をした所ࢽ税及びࣄᐻ特別所ࢽ税は、納期

限までにe-TaxをМ用して納付するか又はஇ寄りの

金ᗡೞ関ᒉしくは所轄の税務署のᆸӝで納付します。

　なお、เඡࣉ収をする税額は、原則として「ᡚᎰ所ࢽのเඡࣉ収税額のᡮ算表」を̅用して求めます

が、ૅ৚を受ける人（ᡚᎰ者）から「ᡚᎰ所ࢽの受給に関する申告書」の提出がない場合には、そのᡚ

Ꮀ手当等のૅ৚金額に20.42％の税率をʈじた税額をเඡࣉ収します。

ᣛ・料金إ　２

　　宗教法人がᜒ๫会を᧏͵し、ᜒࠖにૅ৚うᜓᅇについても

　所ࢽ税及びࣄᐻ特別所ࢽ税のเඡࣉ収をしなければなりませ

　ん。このǄかに、税理ٟやࡰᜱٟ等にૅ৚うإᣛなど一定の

。ᣛ・料金についてもӷじですإ　

　　この場合の税率は、原則として10.21％（ӷ一の人に対し

　て１ׅにૅ৚われる金額が100万円をឬえる場合には、その

　ឬえるᢿ分については20.42％）です。

（注）１　一般ᡚᎰ手当等とは、ᡚᎰ手当等のうƪ、特定役ՃᡚᎰ手当等及びჺ期ᡚᎰ手当等のいƣれにも
　　　　ᛆ当しないものをいいます。
　　　２　ჺ期ᡚᎰ手当等とは、ჺ期Ѯዓ年数（役Ճ等以ٳの者としてѮ務した期間により計算したѮዓ年
　　　　数が５年以下であるものをいい、このѮዓ年数については、役Ճ等としてѮ務した期間がある場合
　　　　には、その期間をԃめて計算します。）に対応するᡚᎰ手当等としてૅ৚を受けるものであって、
　　　　特定役ՃᡚᎰ手当等にᛆ当しないものをいいます。
　　　３　特定役ՃᡚᎰ手当等とは、役Ճ等としてのѮዓ年数（以下「役Ճ等Ѯዓ年数」といいます。）が
　　　　５年以下である人がૅ৚を受けるᡚᎰ手当等のうƪ、その役Ճ等Ѯዓ年数に対応するᡚᎰ手当等と
　　　　してૅ৚を受けるものをいいます。
（※）　ஜ年ɶに、一般ᡚᎰ手当等、ჺ期ᡚᎰ手当等又は特定役ՃᡚᎰ手当等のうƪ２以上のᡚᎰ手当等の
　　　ૅ৚がある場合の課税ᡚᎰ所ࢽ金額の計算方法などについては、国税࠻țーȠページƂJVVRU���
　　　YYY.PVC.IQ.LR�RWDNKECVKQP�RCORJ�01.JVOƃに掲載している「ჺ期ᡚᎰ手当等᳋Რ 
　　　᲻」をごᄩᛐください。

なお、この納期限が日୴日、ᅔ日などの˞日や土୴日に当たる場合には、その˞日ଢけの日が納期限とな

ります。

給与のૅ給人Ճがࠝ଺ 人ச満である場合には、所轄の税務署長の১ᛐを受けることにより、給与など

の一定のものについて次のように年 ׅにまとめて納付することがでƖます。

これを「納期の特例」といいます。

Ɔ納付書（納期特例分）の記載のしかたƇ

ż納付する税額がない場合Ž

納付する税額がない場合であっても、所ࢽ税ࣉ収高計算書（納付書）は、所轄の税務署に によりᡛ

̮、ᣁ̝ᒉしくは̮書̝によりᡛ付又は提出してください。

納期の特例制度

区 分

① １月からᲰ月までにૅ৚った所ࢽからเඡࣉ収をした所ࢽ税及びࣄᐻ特別所ࢽ税の額

② Ჱ月から12月までにૅ৚った所ࢽからเඡࣉ収をした所ࢽ税及びࣄᐻ特別所ࢽ税の額

納 期 限

Ჱ月10日

፻年１月20日

※　G�6CZをごМ用いただくと、Ȁイレǯト納付などをМ用して納付することがでƖま

　す。詳しくは、国税࠻țーȠページƂJVVRU���YYY.PVC.IQ.LR�WUGTU�IGPUGP�PGP

　EJQ�KPFGZ�IGPUGPAPQW\GK�ECUJNGUU.JVOƃをご覧ください。

0  5

0 5 0 1 2 5 2 7 7 8 0 0 0 6 0 2 4 0

1 1 9 4 5 8

￥ 1 1 9 4 5 8

0 0 1 2 3 4 5 6

5 3 0 9 2

6 1 2 6

0 5 0 1

0 5 0 6

6 5 0 0 0 0

6 0 0 0 0

6

6

10 5 0 6 3 0

0 6 2 3

0 6 3 00 5 0 1 2 7

○○市△△町１丁目１－１
宗教法人　○○○

××× ××× ××××

○○

最初と最後の支払年月日 最初と最後の支払年月 整理番号を忘れずに！

令和 5年１月から６月
までに支払った税理士報
酬の合計額 60,000 円と
その税額 6,126円

税額欄の合計額
119,458円

令和 5 年６月 30日に支
払った賞与 650,000円
とその税額 53,092円

令和 5 年１月から６月ま
でに支払った給与の合計
額 2,778,000円とその
税額の合計額 60,240円
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ஜ年ɶの給与の収入金額が2,000万円をឬえる人

宗教法人が˰Ꮀ等に対する給与やᡚᎰ手当、一定のإᣛ・料金などをૅ৚った場合に、เඡࣉ収すǂƖ所

収したにもかかわらƣ納期限までに納付しなかったとƖࣉ収しなかったとƖやࣉ税をࢽᐻ特別所ࣄ税及びࢽ

には、เඡࣉ収፯務者である宗教法人は、納付すǂƖ税額（ஜ税）のǄか、ɧ納付ь算税（ஜ税に対して５％

又は ％）やࡨ๛税が課されることがあります。

さらに、例えば非収益事業や収益事業にᛆ当する収入の一ᢿを除ٳして˰Ꮀ等の̾人的な費用にΪてるな

どɧദにเඡࣉ収すǂƖ所ࢽ税及びࣄᐻ特別所ࢽ税をβれていた場合には、ɧ納付ь算税に代えて᣻ь算

税（ஜ税に対して原則として�5％）が課されることとなります。

次のような人は、その年の所ࢽを合計して、፻年の 月

日から 月 日までの間に、その人の˰所地等の所轄の税務署

にᄩ定申告をしなければなりません（ᄩ定申告をすれば税金

がᢩ付される方を除Ɩます。）。

①

②

③

したがって、˰Ꮀ等̾人に原ᆜ料やᜒ๫料などの収入があるとƖや、宗教法人からの給与のǄかに˂のѮ

務έからの給与があるとƖなどは、ᄩ定申告をしなければならない場合があります。

国税庁国税庁
ホームページホームページ

˰Ꮀ等̾人がᄩ定申告をしなければならない場合

があります。

เඡࣉ収をした所ࢽ税及びࣄᐻ特別所ࢽ税がദしく

納付されていない場合には、ஜ税のǄかь算税やࡨ๛

税を負担しなければならないことがあります。

　給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全ᢿ

がเඡࣉ収の対象となる場合において、給与所ࢽ及びᡚ

Ꮀ所ࢽを除くӲᆔの所ࢽ（地代、ܼ᝹、原ᆜ料などの所

の合計額が20万円をឬえる人（ࢽ

　給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の

全ᢿがเඡࣉ収の対象となる場合において、年஛調整さ

れなかった給与の収入金額と、給与所ࢽ及びᡚᎰ所ࢽを

除くӲᆔの所ࢽとの合計額が20万円をឬえる人

申告書に自動入力することができます。

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、
所得税や消費税の申告書、青色申告決算書、収支内訳書などの作成・e-Taxによる送信を行うことができます。

◆作成した申告書は、マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマートフォン（又はICカード
リーダライタ）を用意すれば「ｅ－Ｔａｘ（電子申告）」を利用して提出できます。

確定申告書は、国税庁ホームページで作成・送信できます︕

◆マイナンバーカードを使用してマイナポータルと連携すれば、医療費やふるさと納税等の情報を取得でき、

また、令和４年分（令和５年１月以降）からは、パソコンからだけでなくスマートフォンでも青色申告決
算書、収支内訳書の作成が可能となります。

詳しくは、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】をご覧ください。

作成コーナー
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ஜ年ɶの給与の収入金額が2,000万円をឬえる人

宗教法人が˰Ꮀ等に対する給与やᡚᎰ手当、一定のإᣛ・料金などをૅ৚った場合に、เඡࣉ収すǂƖ所

収したにもかかわらƣ納期限までに納付しなかったとƖࣉ収しなかったとƖやࣉ税をࢽᐻ特別所ࣄ税及びࢽ

には、เඡࣉ収፯務者である宗教法人は、納付すǂƖ税額（ஜ税）のǄか、ɧ納付ь算税（ஜ税に対して５％

又は ％）やࡨ๛税が課されることがあります。

さらに、例えば非収益事業や収益事業にᛆ当する収入の一ᢿを除ٳして˰Ꮀ等の̾人的な費用にΪてるな

どɧദにเඡࣉ収すǂƖ所ࢽ税及びࣄᐻ特別所ࢽ税をβれていた場合には、ɧ納付ь算税に代えて᣻ь算

税（ஜ税に対して原則として�5％）が課されることとなります。

次のような人は、その年の所ࢽを合計して、፻年の 月

日から 月 日までの間に、その人の˰所地等の所轄の税務署

にᄩ定申告をしなければなりません（ᄩ定申告をすれば税金

がᢩ付される方を除Ɩます。）。

①

②

③

したがって、˰Ꮀ等̾人に原ᆜ料やᜒ๫料などの収入があるとƖや、宗教法人からの給与のǄかに˂のѮ

務έからの給与があるとƖなどは、ᄩ定申告をしなければならない場合があります。

国税庁国税庁
ホームページホームページ

˰Ꮀ等̾人がᄩ定申告をしなければならない場合

があります。

เඡࣉ収をした所ࢽ税及びࣄᐻ特別所ࢽ税がദしく

納付されていない場合には、ஜ税のǄかь算税やࡨ๛

税を負担しなければならないことがあります。

　給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全ᢿ

がเඡࣉ収の対象となる場合において、給与所ࢽ及びᡚ

Ꮀ所ࢽを除くӲᆔの所ࢽ（地代、ܼ᝹、原ᆜ料などの所

の合計額が20万円をឬえる人（ࢽ

　給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の

全ᢿがเඡࣉ収の対象となる場合において、年஛調整さ

れなかった給与の収入金額と、給与所ࢽ及びᡚᎰ所ࢽを

除くӲᆔの所ࢽとの合計額が20万円をឬえる人

申告書に自動入力することができます。

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、
所得税や消費税の申告書、青色申告決算書、収支内訳書などの作成・e-Taxによる送信を行うことができます。

◆作成した申告書は、マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマートフォン（又はICカード
リーダライタ）を用意すれば「ｅ－Ｔａｘ（電子申告）」を利用して提出できます。

確定申告書は、国税庁ホームページで作成・送信できます︕

◆マイナンバーカードを使用してマイナポータルと連携すれば、医療費やふるさと納税等の情報を取得でき、

また、令和４年分（令和５年１月以降）からは、パソコンからだけでなくスマートフォンでも青色申告決
算書、収支内訳書の作成が可能となります。

詳しくは、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】をご覧ください。

作成コーナー

（法 人 税）

ఇ式会社のようにփМをႸ的として設ᇌされた法人はӲ事業年度の全ての所ࢽに対して法人税が課税され

ますが、宗教法人等の公益法人等については、収益事業を行う場合に、その収益事業からဃじた所ࢽに対

してのみ法人税が課税されます。

宗教法人は収益事業を行う場合に法人税を納める፯務がありますが、この場合の収益事業とは、次に掲げ

る34ᆔ᫏の事業で、ዒዓして事業場を設けて行われるものをいいます。

なお、これらの事業に係る事業෇ѣの一࿢として、又はこれに関ᡲして行われるいわǏる付᨟行為も収益

事業にԃまれます。

物品ᝤ売業①

②

③

į

İ

ı

Ĳ

ĳ

Ĵ

ĵ

Ķ

ķ

ĸ

Ĺ

ĺ

Ļ

ļ

Ľ

ľ

Ŀ

ᾨ

ᾩ

ᾪ

ᾫ

ᾬ

ᾭ

ᾮ

ᾯ

ᾰ

ᾱ

ᾲ

ᾳ

ᾴ

᾵

ϙჇ業 ፦ܾ業

ɧѣ産ᝤ売業 ࠗ貸業 ᐻ行業

金᥉貸付業 ଄館業 ᢂ২所業

物品貸付業 料理ࡃ業その˂の ᢂ覧所業

ɧѣ産貸付業 ᫩᫢ࡃ業 Ҕၲ保ͤ業

ᙌᡯ業 ԗଆ業 ২ᑸ教授業

ᡫ̮業、્ᡛ業 代理業 ᬟ៻場業

ᢃᡛ業、ᢃᡛ取ৢ業 ːᇌ業 ̮用保証業

業ࡉ̽ բދ業 ໯体ᝠ産ೌの提供業

請負業（事務ϼ理のۀᚠ ᤸ業 і΁者෉ᢔ業

を受ける業をԃみます。） 土ჽ੔取業

ҮТ業 ෘ場業

出༿業 理ܾ業

宗教法人が収益事業を行う場合には、法人税の納

税፯務があります。

収益事業として�4ᆔ᫏の事業が掲げられています。

宗教法人において一般的に行われていると࣬われる事業が収益事業にᛆ当するかどうかの判定は、おおǉ

ƶ次によることになります。

収益事業にᛆ当するかどうかのφ体的な判定
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１ おܣり、おみくじ等のᝤ売

なお、ዴᬐやǖうそく、供ᑶ等の᪵ࠋであっても、ݦら参ᚽに当たってᅕ前、ʿ前等にささげるために

下ងするものは、収益事業にはᛆ当しません。

地等のɧѣ産の貸付けـى

３ ϋ地等のࠗ貸しؾ

宗教法人のؾϋ地やஜؘ、ᜒؘ等の施設をɧ特定又はٶ数の者のۗಏ、ᢂᐻ又はঀܤの用に供するため

のࠗ貸しは全て収益事業（ࠗ貸業）にᛆ当し、会ᜭ、ᄂ̲等のۗಏ、ᢂᐻ又はঀܤの用以ٳの用に供する

ためのࠗ貸しも、国又は地方公共団体の用に供するためのものなど一定の要件にᛆ当するものを除Ɩ、

収益事業（ࠗ貸業）にᛆ当します。

ܿජ施設の経փ

宗教法人が所ஊするܿජ施設に̮者や参ᚽ人をܿජさせてܿජ料を受ける行為は、そのܿජ料をいかな

る名Ⴘで受けるとƖであっても、収益事業（଄館業）にᛆ当します。

　宗教法人が行うـى地の貸付けは収益事業にᛆ当しないこととされており、このـى地の貸付けには、

その̅用期間に応じてዒዓ的に地代をࣉ収するもののǄか、その貸付け当初に「൨代̅用料」として一定

の金額を一ਙࣉ収するものもԃまれます。

一方、宗教法人が行うɧѣ産（ـى地以ٳ）の貸付けは、国又は地方公共団体に対しႺ੗貸し

付けられる場合など一定の要件にᛆ当する場合を除Ɩ、収益事業（ɧѣ産貸付業）にᛆ当します。

　おܣり、お஝、おみくじ等のᝤ売のように、

その売価と仕入原価との関係からみてその

額がᡫࠝの物品ᝤ売業における売ᝰМ๾ࠀ

ではなく、実ឋ的なշਾ金とᛐめられるよう

な場合のその物品の᪵ࠋは、収益事業にはᛆ

当しません。

　しかし、一般の物品ᝤ売業者においてもᝤ

売されているような性ឋの物品（例えば、ዋ

はがƖ、ϙჇ帳、ୣ 、ዴᬐ、ǖうそく、供ᑶ、数

ྫྷ、ᨼҮ帳、ᄓم、૨ᦒ、ȡȀȫ、ಇ、ペȊント、

ǭーțȫȀー、஽、ம܇、ሪ、ᨓ֥等）をᡫࠝの

ᝤ売価格でᝤ売する場合には、その物品のᝤ

売は収益事業（物品ᝤ売業）にᛆ当します。

しかし、宗教෇ѣに関ᡲしてМ用される簡易な共

ӷܿජ施設で、そのܿජ料の額が全てのМ用者につ

Ɩ１ජ 円（᫢事を提供するものについては、

２᫢付Ɩで 円）以下となっているものの経փ

は、収益事業にはᛆ当しません。

５ 所ᔺ品等のޒᅆ

宗教法人がその所ᔺしている物品又は保ሥのۀᚠ

を受けたものをࠝ設の宝物館等においてᚇ覧させる

行為は、収益事業にはᛆ当しません。
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法人税の課税標準となる所ࢽ金額は、Ӳ事業年度の売

上等の益金の額から原価、ᝤ売費及び一般ሥ理費等の੷

金の額を控除して計算しますが、宗教法人については、

収益事業からဃじた所ࢽについてのみ法人税が課税さ

れますので、収益事業に係る収ૅ、資産及び負ͺと収益

事業以ٳの事業に係る収ૅ、資産及び負ͺとを区分して

経理し、収益事業に係る所ࢽ金額を計算することとされ

ています。

この場合、収益事業と収益事業以ٳの事業とに共ᡫす

る費用又は੷ڂの額については、その費用又は੷ڂの性

ឋ等に応ƣる、例えば̅用᩿ᆢ、ࢼ業Ճ数等の合理的な

基準により、それƧれの事業に配ដし、その配ដしたと

収益事業の経理は、収益事業以ٳの事業の経理と

区分する必要があります。

Ჰ ᒧᢊ、ဃᑶ等の教授

宗教法人がᒧᢊ教ܴ、ဃᑶ教ܴ等を᧏設し、ᒧᢊ、ဃᑶ等特定の২ᑸを教授する事業は、収益事業（২

ᑸ教授業）にᛆ当します。

この場合の特定の২ᑸとしては、ᒧᢊ、ဃᑶのǄか、බᘶ、和ᘶ、ბ物ბ付け、ዻ物、手ᑸ、料理、理

ܾ、፦ܾ、๫т、๫ᑸ、ᑈ៉、ᑈ៊、᪦ಏ、ዋဒ、書ᢊ、ϙჇ、߻ᑸ、ȇǶイン（レǿȪンǰをԃみます。）

等があります。

なお、これらの২ᑸの教授には、ᡫ̮教育によるもののǄか、βᚩ、ҡ業資格、െˮ、ኢ、ࠖር、名取

り等の一定の資格、ᆅӭ等だけを付与するものもԃまれます。

Ჱ ᬟ៻場の経փ

宗教法人がؾϋの一ᢿを଺間ಊめ等でɧ特定又は

数の者に᨟଺ᬟ៻させるもののǄか、月ಊめ等で相ٶ

当期間にわたりዒዓしてӷ一人にᬟ៻場所を提供す

る事業は、収益事業（ᬟ៻場業）にᛆ当します。

このǄか、ᬟ៻場に適する土地をᬟ៻場所として

一ਙして貸し付ける事業も収益事業（ᬟ៻場業）に

ᛆ当します。

８ ኽ۟式場の経փ

宗教法人がᅕ前ኽ۟、ʿ 前ኽ۟等の挙式を行う行為

でஜஹの宗教෇ѣの一ᢿとᛐめられるものは収益事業にᛆ当しませんが、挙式ࢸの৺ᩧܺにおけるܺ会場

のࠗ貸し、᫩᫢物の提供、ᘘᘺ等の物品の貸付け、記ࣞϙჇのજࢨ及びこれらの行為のあっせん等は、収

益事業にᛆ当します。
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こǖに基Ʈいて経理することになります。なお、資産の区分経理については׉ᩊな場合もありますので、

例えば収益事業と収益事業以ٳの事業とに共用されている資産（それƧれの事業ごとにݦ用されているᢿ分

がଢらかな資産を除Ɩます。）について、これを収益事業の資産としての区分経理はしないで、ൿ算のとƖに

そのΝҲ費を̅用᩿ᆢл合等によって区分し、収益事業の経費を計算するというような方法によってもࠀし

ૅえありません。

　なお、この収益事業に係る寄附金の額については、次の算式により計算した金額のር׊ϋで੷金の額に

算入されます。

（算式）

Ӳ事業年度の収益事業に係る所ࢽ金額× Ჷ੷金算入限度額

　宗教法人が収益事業にޓする金᥉その˂の資産のうƪから収益事業以ٳの事業のためにૅ出した金額は、

その収益事業に係る寄附金の額とみなされます。

収益事業の資産のうƪから収益事業以ٳの事業の

ためにૅ出した金額は、収益事業に係る寄附金の

額とみなされます。

１ 収益事業の᧏ڼ届出

宗教法人がૼたに収益事業を᧏ڼした場合には、その᧏ڼした日以ࢸ か月以ϋに「収益事業᧏ڼ届出

書」を所轄の税務署長に提出することになっています。

　宗教法人がૼたに収益事業を᧏ڼし、又はྵに収益事業を行っている場合、所轄の税務署に対

して届出をし、又は申請をするものとしては、以下のようなものがあり、G�6CZをМ用してᡛ̮

でƖるǄか、ᣁᡛ等により提出でƖます。

なお、これらの届出（申請）用ኡ等は、国税࠻țーȠページƂJVVRU���YYY.PVC.IQ.LRƃから

ȀǦンȭーȉすることがでƖます。

税務署への届出や申請には収益事業の᧏ڼ届出な

どᆔ々のものがあります。
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２ ᩷ᑥ申告の১ᛐ申請

᩷ᑥ申告書を提出しようとする場合には、その提出しようとする事業年度᧏ڼの日の前日までに所轄の

税務署長に「᩷ᑥ申告の১ᛐ申請書」を提出して、その১ᛐを受けることが必要です。

なお、収益事業᧏ڼ初年度から᩷ᑥ申告書を提出しようとする場合には、その᧏ڼの日以ࢸ か月を経

ᢅした日と収益事業᧏ڼ初年度ኳʕの日とのうƪ、いƣれかଔい日の前日までに申請すればよいことにな

っています。

３ ౏ҵ資産のᚸ価方法等の届出

　᩷ᑥ申告書を提出する法人については、എ੷金のጮឭ控除（10年間）やᅽ税特別ਜ਼ፗ法のᙹ定によ

る特別ΝҲ等の特χが受けられることになっています。

　法人税の計算において、౏ҵ資産のᚸ価方法やஊ価証Уの1ҥˮ当たりの帳簿価額の算出方法は、法

人の選択により一定の方法が選ǂることになっていますので、宗教法人がそれらの選択をしようとする

場合には、所定の期日までにその選択しようとする方法を届け出てください。また、減価ΝҲ資産のΝ

Ҳ方法についても、定額法によることとされている࡫物、࡫物附ޓ設備、ನሰ物や໯࢟減価ΝҲ資産等

を除いて、法人の選択により一定の方法が選ǂることになっていますので、所定の期日までにその選択

しようとする方法を届け出てください。

　なお、この届出をしない場合には、例えば、౏ҵ資産のᚸ価方法についてはஇኳ仕入原価法、減価ΝҲ

資産のΝҲ方法については定率法というように法ࢷで定められた方法により計算をすることになります。

　収益事業を行う宗教法人は、Ӳ事業年度ኳʕの日の፻日から２か月以ϋに所轄の税務署長に対して所ࢽ金

額や法人税の額等を記載した法人税ᄩ定申告書を提出するとともに、その法人税の額を納付しなければなり

ません。

　この場合の法人税の額は、Ӳ事業年度の収益事業に係る所ࢽ金額に1�％（࠯঺24年４月１日から令和5

年３月�1日までの間に᧏ڼするӲ事業年度の所ࢽ金額のうƪ年800万円以下の金額については、15％）

の税率をʈじて計算した金額です。

なお、法人税ᄩ定申告書の提出に当たっては、収益事業に関する貸͈対照表や੷益計算書等だけでなく、

収益事業以ٳの事業に関するこれらの書᫏もช付する必要があります。

（注）　法人税に関するᅽ税特別ਜ਼ፗのうƪ税額又は所ࢽの金額を減ݲさせるᙹ定を適用する場合には、「適用額ଢኬ書」

を法人税のᄩ定申告書にช付する必要があります。そのため、所ࢽ金額のうƪ年 800 万円以下の金額について 15

％の税率を適用する場合にも、所定の事᪮を記載の上、ช付しなければなりません。

法人税の申告及び納付は、Ӳ事業年度ኳʕ2ࢸか

月以ϋにしなければなりません。
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収益事業を行わないため法人税ᄩ定申告書を提出する፯務のない宗教法人であっても、ࠋ施収入などを

ԃめた年間の収入金額（資産の売Ҳによる収入でᐮ଺的なものを除Ɩます。）の合計額が Ღ 万円をឬ

える場合には、その事業年度の੷益計算書又は収ૅ計算書（以下「੷益計算書等」といいます。）を事業年

度ኳʕの日の፻日から４か月以ϋに、所轄の税務署長に提出する必要があります。

なお、宗教法人法など˂の法令に基Ʈいて˺঺している੷益計算書等で、事業収入が事業のᆔ᫏ごとに

区分されているもの又は事業収入のଢኬ書がช付されているものがある場合には、その੷益計算書等を提出

してࠀしૅえありません。

収益事業を行わない場合であっても、一定の収入

があるとƖは、੷益計算書等を所轄の税務署長に

提出する必要があります。

（地 方 法 人 税）

　法人税の納税፯務がある宗教法人は、地方法人税の納税፯務者となります。

地方法人税の納税፯務者である宗教法人は、法人税とӷಮ、Ӳ課税事業年度ኳʕの日の፻日から

２か月以ϋに所轄の税務署長に対して課税標準法人税額や地方法人税の額等を記載した地方法人税

ᄩ定申告書を提出するとともに、その地方法人税の額を納付しなければなりません。

この場合の地方法人税の額は、Ӳ課税事業年度の課税標準法人税額に10.3％の税率をʈじて計算した

金額です。

法人税の納税፯務がある宗教法人は、地方法人税の

納税፯務者となります。

この場合の地方法人税の申告及び納付は、Ӳ課税事

業年度ኳʕ２ࢸか月以ϋにしなければなりません。

（注）　地方法人税ᄩ定申告書と法人税ᄩ定申告書は一つのಮ式となっていますので、このಮ式を̅用することにより、法人税

ᄩ定申告書と地方法人税ᄩ定申告書の提出をӷ଺に行うことがでƖます。
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区分 標準税率 軽減税率（※）

消 費 税 率

地方消費税率 
２.２％

（消費税額の 22Ჩ�8）

1.�6％

（消費税額の 22Ჩ�8）

合 計 10.０％ ８.０％

6.24％�.8％

（消費税及び地方消費税）

　消費税は、消費一般に࠼く公࠯に課税する間੗税です。その納税፯務は事業者が負いますが、事業者に負

担を求めるものではなく、税金分は事業者がᝤ売するՠ品やǵーȓスの価格にԃまれて、次々と転嫁され、

இኳ的には消費者が負担することとなります。消費税の課税対象は、国ϋにおいて事業者が行った資産の譲

渡等（注）及び保税地؏からのٳ国ᝣ物の引取りです。

　また、地方消費税は地方分ೌのਖ਼ᡶ、地؏ᅦᅍなどのΪ実等のためにо設された地方税で、消費税の課税

対象とされる資産の譲渡等を課税対象としています。

　消費税及び地方消費税の税率は、次のとおりです。

１ 納税፯務者

　国ϋで課税資産の譲渡等を行った事業者は、納税፯務者になります。したがって、宗教法人もβ税事業者

（基準期間（前々事業年度）の課税売上高が1,000万円以下の事業者）にᛆ当する場合を除Ɩ、課税資産の譲渡

等を行えば納税፯務を負うことになります。

（注）1　基準期間（前々事業年度）における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間（その事業年度の前事業

　　　年度᧏ڼの日以ࢸᲰか月の期間）における課税売上高が1,000万円をឬえた場合、その事業年度（課税期間）から

　　　課税事業者となります。

　　　　なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等ૅ৚額の合計額により判定するこ

　　　ともでƖます。

　　２　簡易課税制度の適用を受けない課税事業者が高額特定資産（Ფ）の仕入れ等を行った場合には、当ᛆ高額特定資     

　　　産の仕入れ等の日のޓする課税期間の初日から原則として３年間は納税፯務がβ除されƣ、また、その課税期

　　　間の初日から２年間は「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することがでƖません。

　　　 （Ფ）　「高額特定資産」とは、一の取引のҥˮにつƖ、課税仕入れに係るૅ৚対価の額（税৷Ɩ）が1,000万円以上

　　　　　の౏ҵ資産又は調整対象׍定資産をいいます。

　　　　詳しくは、国税࠻țーȠページƂJVVRU���YYY.PVC.IQ.LRƃ載しているパンフレット「消費税のあらまし」を

　　　ご覧ください。

（注） 資産の譲渡等とは、事業として対価をࢽて行われる資産の譲渡及び貸付けɳびに役務の提供をいいます。

（※）　軽減税率は、①ᣒ᫏・ٳ᫢を除く᫩᫢料品、②ᡵ２ׅ以上ႆ行されるૼᎥ（定期ទᛠڎኖに

　　　基Ʈくもの）の譲渡を対象としています。

宗教法人も消費税及び地方消費税の納税፯務が

あります。
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３ 納付税額の計算

　消費税額は、次の算式によって計算した金額です。

（注）1 宗教法人の消費税額の計算においては、一般の事業者と異なり、寄附金等の対価性のない収入（特

　定収入。21ページの（注）４を参照してください。）がある場合には、課税仕入れ等に係る消費税額の

　計算についての調整が必要となります。

　　詳しくは、パンフレット「国、地方公共団体や公共・公益法人等と消費税」をご覧ください。

２　簡易課税制度を適用して申告する場合には（注）１の調整は必要ありません。

　※　簡易課税制度とは、実際の課税仕入れ等に係る消費税額を計算することなく、課税期間における

　　課税売上高に係る消費税額に、事業区分に応じた一定の「みなし仕入率」を掛けて計算した金額を

　　課税仕入れ等に係る消費税額とみなして、納付する消費税額を計算する制度です。この制度の適用

　　を受けるためには、次の要件を全て満たす必要があります。

　　①　その課税期間の基準期間（前々事業年度）における課税売上高が5,000万円以下であること

　　②　「消費税簡易課税制度選択届出書」を簡易課税制度の適用を受けようとする課税期間の初日

　　　の前日までに所轄の税務署長に提出していること

３　消費税等の税率は標準税率（１０％）と軽減税率（８％）の複数税率ですので、事業者の方は、消

　費税等の申告等を行うために、取引等を税率の異なるごとに区分して記帳するなどの経理（区分

経理）を行う必要があります。また、課税仕入れ等に係る消費税額を控除（仕入税額控除）するには、

課税仕入れ等の事実を記録し、区分経理に対応した帳簿及び事実を証する区分記載請求書等の両

　方の保存が必要となります。これらの両方が保存されていない場合は、保存されていない課税仕

　入れ等に係る消費税額は控除の対象となりません（区分記載請求書等保存方式）。

　　（注）　令和５年１０月１日以降は、区分記載請求書等の保存に代えて、適格請求書等の保存が

　　　 仕入税額控除の要件となります（適格請求書等保存方式（インボイス制度））。

消費税額

※1 売上税額
標準税率の対象

となる税込売上額

7.8

110

軽減税率の対象

となる税込売上額

6.24

108

課税売上げに係る
消費税額

（売上税額 ※1）

課税仕入れ等に係る
消費税額

（仕入税額 ※2）

※2 仕入税額
標準税率の対象

となる税込仕入額

7.8

110

軽減税率の対象

となる税込仕入額

6.24

108

２ 課税対象

　消費税の課税関係について例を挙げれば、次のようになります。

①　消費税の課税対象となるかどうかの判断基準は、その事業が収益事業となるかどうかの区分による

　のではなく、原則として事業として行われる行為が対価性のある資産の譲渡などに当たるかどうかで

　判断されます。例えば、寄附や贈与で金品を受領するような場合には、相手方に対して資産の譲渡、資産

　の貸付け又は役務の提供を行い、その反対給付として金品を受領するものではありませんから、消費税

　の課税対象とはなりません。

②　資産の譲渡等に当たるものであっても、消費税の性格から課税対象とすることになじまないものや

　社会政策的な配慮から、一定のものについては非課税取引として消費税は課税されません（非課税取引

　は、消費税法別表第一に掲名されている取引に限られます。）。これには、例えば、宗教法人関係では、土地

　の貸付け、幼稚園の授業料（保育料）、入園料、入園検定料及び施設設備費などがあります。一方、宝物館等

　への入場料は、消費税法上は非課税として特に掲名されていませんから消費税の課税対象となり、料金

　等への転嫁により消費者に消費税分の負担を求めるということになります。

③　宗教法人の行う主な事業について消費税の課税関係をまとめますと、20 ページの一覧表

　のようになります。

（算式）
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４ 申告及び納付

納税፯務者となる宗教法人は、課税期間（事業年度）ኳʕの日の፻日から２か月以ϋに所轄の税務署長
に対して所定の事᪮を記載した消費税及び地方消費税のᄩ定申告書を提出するとともに、その申告に係る
消費税額及び地方消費税額の合計額を納付することになります。

4　国ϋにおいて行った課税仕入れのうƪ、国ٳ事業者から受けた「事業者Ӽけᩓൢᡫ̮М用役務

　の提供」及び「特定役務の提供」を「特定課税仕入れ」といい、この「特定課税仕入れ」がȪȐースȁ

　ȣージ方式による申告の対象となります（当ᛆ役務の提供を受けた者が申告・納税を行うことと

　なります。）。

　　なお、「特定課税仕入れ」がある課税期間において、簡易課税制度を選択している場合や一般課

　税で申告を行う場合で課税売上л合が�5％以上である課税期間は、当分の間、特定課税仕入れは

　なかったものとされ、ȪȐースȁȣージ方式による申告は必要ありません。

※ 「事業者Ӽけᩓൢᡫ̮М用役務の提供」とは、役務の性ឋ又は当ᛆ役務の提供に係る取引வ件

などから、当ᛆ役務の提供を受ける者がᡫࠝ事業者に限られるᩓൢᡫ̮М用役務の提供（࠼告

の配̮など、インǿーȍット等をʼして行われる役務の提供をいいます。）をいいます。

※ 「特定役務の提供」とは、国ٳ事業者が国ϋにおいて行う๫т等の役務の提供のうƪ、当ᛆ国

数の者に対して行う役務の提供を除Ɩٶ事業者が˂の事業者に対して行うもの（ɧ特定かつٳ

ます。）をいいます。

詳しくは、国税࠻țーȠページƂJVVRU���YYY.PVC.IQ.LRƃの「国ؾをឭえた役務の提供に係る消費税

　の課税関係について」　に掲載しているӲᆔパンフレットや3�#等をご覧ください。

Ũ 軽減税率制度及びインボイス制度についての詳しいऴإは、国税࠻țーȠページϋ

の特設ǵイト「消費税の軽減税率制度・適格請求書等保存方式（いわǏるインボイス

制度）」をご覧ください。

国税࠻țーȠページƂJVVRU���YYY.PVC.IQ.LRƃには、次のパンフレットが掲載されています。 

① 「消費税のあらまし」

② 「国、地方公共団体や公共・公益法人等と消費税」

③ 「消費税軽減税率制度の手引Ɩ」

※ その˂「消費税及び地方消費税のᄩ定申告の手引Ɩ」や「消費税法ોദのおჷらせ」なども

掲載しています。

地方消費税額は、次の算式によって計算した金額です。

納付税額は、次の算式によって計算した金額です。

（注） 地方消費税率は、「�8分の22」です。

地方消費税額 Ჷ ×消費税額 地方消費税率（注）

（算式）

納付税額 Ჷ Ქ消費税額 地方消費税額

（算式）

詳しくはこƪらĂ

事　　業　　の　　ϋ　　ܾ

宗教法人の行う主な事業と消費税の課税、ɧ課税等の一覧表宗教法人の行う主な事業と消費税の課税、ɧ課税等の一覧表

イ ᔀΒ、法要等にˤう収入（়名料、おࠋ施、ྚɸ料等）

ȭ　おܣり、お஝、おみくじ等のᝤ売

ȏ　ዋはがƖ、ϙჇ帳、ୣ、ዴᬐ、ǖうそく、供ᑶ等のᝤ売

ȋ　൨代̅用料を受領して行うـى地の貸付け

ț　ـ地、ᩙ園のሥ理料

ɧ　課　税

ɧ　課　税

課　税

土地の貸付けに係るものは非課税

課　税

課税、ɧ課税等の別
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消費税及び地方消費税の一般的な事௡や手ዓについては、パンフレット「消費税のあらまし」をご覧ください。

事　　業　　の　　ϋ　　ܾ

Ș　ᬟ៻場の経փ

ト　土地や࡫物の貸付け

課　税

土地の貸付けは非課税、࡫物の貸付け

は課税、ただし、˰ܡの貸付けは非課税

保育料・入園料・入園検定料・施設設

備費等は非課税

課　税

課　税

課　税

課　税

課　税

課　税

課　税

ɧ　課　税

（注） １ ɧ課税とはそのものの性ឋ上消費税の課税の対象とならないものをいい、非課税とはஜஹ的に

　　　    は消費税の課税の対象となるものですが社会政策的ᙸ地等から課税されないものをいいます。

　　　 ２　イ、ȭ、ȁ、ǫについては、原則としてɧ課税です。

　　　 ３　ȏの「ዴᬐ、ǖうそく、供ᑶ」のᝤ売のうƪ、参ᚽに当たってᅕ前・ʿ前等にྂげるために下

　　　    ងするものの᪵ࠋはɧ課税です。

　　　 ４　上記事業のうƪɧ課税となる事業収入は、特定収入にᛆ当します。

ɧ　課　税

ɧ　課　税

Ȳ　ૼᎥ、ᩃᛏ、ᜒᛅ・法ᛅᨼ、教χの出༿、ᝤ売

ȯ　ᒧᢊ、ဃᑶ、書ᢊ等の教授

ǫ　ਖᚇ料

a .  挙式を行う行為でஜஹの宗教෇ѣの一ᢿとᛐめられ

るもの

ȁ　ܿජ施設（ܿש等）の提供（１ජ２᫢、1,500円以下）

Ȫ　ᅕ前ኽ۟、ʿ前ኽ۟の挙式等の行為

b .  挙式ࢸの৺ᩧܺにおける᫩᫢物の提供

c .  挙式のためのᘘᘺその˂の物品の貸付け

b .  制஌、制ࠞ等のᝤ売

c .  Ȏート、ᇿ記用φ等૨৐φのᝤ売

a .  幼稚園の経փ

Ȍ　幼稚園の経փ等

ȫ　ࠝ設の፦ᘐ館、Ҧ物館、資料館、宝物館等における所ᔺ

　　品のᚇ覧

課税、ɧ課税等の別

　インボイス制度の下では、税務署長に申請してႇ録を受けた課税事業者である「インボイスႆ行事

業者」（適格請求書ႆ行事業者）がʩ付する「インボイス」（適格請求書）等の保存が仕入税額控除

の要件となります。

１　インボイスとは

　　インボイスとは、「売手が、ᝰ手に対しദᄩな適用税率や消費税額等をˡえるための手െ」で

あり、一定の事᪮が記載された請求書や納品書その˂これらに᫏するものをいい、請求書や納品書、

領収書、レǷート等、その書᫏の名ᆅはբいません。

令和５年10月に消費税のインボイス制度（適格

請求書等保存方式）がڼまります。
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２　インボイスႆ行事業者ႇ録制度

　　インボイスをʩ付でƖるのは、インボイスႆ行事業者に限られます。インボイスႆ行事業者となるた

めには、ႇ録申請手ዓを行い、税務署長のႇ録を受ける必要があります。

　　インボイスႆ行事業者のႇ録手ዓは、宗教法人ごとに行う必要があります。

　　宗教法人においても、例えば、ᬟ៻場等施設の貸付けなど課税資産の譲渡等を行った相手方からイン

ボイスのʩ付を求められる場合があるため、インボイスႆ行事業者のႇ録を受けるかどうかご検᚛ください。

　　なお、インボイスႆ行事業者のႇ録を受けるかどうかは宗教法人の˓ॖです。取引の

相手方が消費者やβ税事業者である場合、インボイスのႆ行を求められることはありません。

　　インボイスႆ行事業者のႇ録を受けるかどうかの検᚛に当たっては、インボイス制

度特設ǵイトに掲載している「インボイス制度への事前準備の基ஜ᪮ႸȁǧッǯǷート」

をご෇用ください。

３　インボイスႆ行事業者の፯務等（売手のသॖໜ）

　　インボイスႆ行事業者には、インボイスをʩ付することが׉ᩊな一定の場合を除Ɩ、取引の相手方

（課税事業者に限ります。）の求めに応じて、インボイスをʩ付する፯務及びʩ付したインボイスのϙ

しを保存する፯務が課されます。

　　インボイスႆ行事業者は、以下の事᪮が記載された請求書や納品書その˂これらに᫏する書᫏をʩ付

しなければなりません（以下の下ዴの᪮Ⴘが、ྵ行の区分記載請求書の記載事᪮にᡙьされる事᪮です。）。

　　①　インボイスႆ行事業者の൞名又は名ᆅ及びႇ録ဪӭ

　　②　取引年月日

　　③　取引ϋܾ（軽減税率の対象品Ⴘであるଓ）

　　į　税率ごとに区分して合計した対価の額（税৷Ɩ又は税込み）

　　　及び適用税率

　　İ　消費税額等（ᇢ数ϼ理は一インボイス当たり、税率ごとに１ׅƣつ）

　　ı　書᫏のʩ付を受ける事業者の൞名又は名ᆅ

チ࢙ッࢩࢡート
はこちら

᳸インボイスႆ行事業者の申請からႇ録まで᳸

税

務

署

② 税務署によるݙ௹ 

事

業

者

③ ႇ録及び公表 

・ႇ録簿へのႇ載 

・インボイスႆ行事業者の൞名又は名ᆅ 

・ႇ録ဪӭ、ႇ録年月日（取消、ڂј年月日） 

・法人の場合、ஜࡃ又は主たる事務所の所נ地 

上記のǄか、事業者から公表の申出があった場合には

・̾人事業者Ჴ主たるދӭ、主たる事務所の所נ地

・人格のない社団等Ჴஜࡃ又は主たる事務所の所נ地

・法人ဪӭをஊする課税事業者

᳎Ქ法人ဪӭ

・上記以ٳの課税事業者（̾人事業者、人格のない社団等）

᳎Ქ13 ఐの数܌

① ႇ録申請手ዓ 

事業者は以下の事᪮をインǿーȍットをᡫじてᄩᛐでƖます。

į 税務署からのᡫჷ ႇ録年月日 

ᡫჷされるႇ録ဪӭのನ঺は、以下のとおりです。

令和〇年×月△日(株) ●● 御中

●月分駐車場代

対象 円（税込）

消費税額 円

宗教法人●●

登録番号

請求書
②③

⑤

④

⑥

①
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　　インボイスႆ行事業者になると、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となっても、ႇ録のјщ

がڂわれない限り、消費税の申告が必要です。

　　上記経ᢅਜ਼ፗの適用を受ける場合、ႇ録を受けた日から２年を経ᢅする日のޓする課税期間の஛日

までは、β税事業者となることはでƖない（ႇ録を受けた日が令和５年10月１日のޓする課税期間ɶ

である場合を除Ɩます。）ため、「適格請求書ႆ行事業者のႇ録の取消しを求めるଓの届出書」を提出

し、ႇ録のјщがڂわれても、基準期間の課税売上高にかかわらƣ、課税事業者として消費税の申告が

必要となります。

（例）̾人事業者や 12 月ൿ算の法人が、令和５年 10 月１日からႇ録を受ける場合

令和５年 12 月期 令和Ჰ年 12 月期

β税事業者 β税事業者 
インボイスႆ行事業者 

（課税事業者） 

インボイスႆ行事業者 

（課税事業者） 

ႇ録申請書の提出期限

（令和５年 3 月 �１日）
注�
ႇ録日以降は課税事業者となりますので、消費税の申告

が必要になります。

令和４年 12 月期


注� 令和 5 年 3 月 31 日までに提出することが׉ᩊな事ऴがある場合は、令和 5 年 9 月 30 日まで

ႇ録日


令和５年 10 月 1 日� 

４　仕入税額控除の要件（ᝰ手のသॖໜ）

　　インボイス制度の下では、インボイスなどの請求書等のʩ付を受けることが׉ᩊな一定の場合を

除Ɩ、一定の事᪮を記載した帳簿及び請求書等の保存が仕入

税額控除の要件となります。保存が必要となる帳簿の記載

　事᪮は、以下のとおりです（ྵ行とӷಮ）。

　　①　課税仕入れの相手方の൞名又は名ᆅ　

　　②　取引年月日　

　　③　取引ϋܾ（軽減税率の対象品Ⴘであるଓ）

　　į　対価の額

　　なお、ᡫࠝ、ڎኖ書に基ƮƖ代金ൿฎが行われ、取引のᣃ度、請求書や領収書がʩ付されない

取引（例Ჴ൑月のᬟ៻場代のૅ৚）であっても、仕入税額控除を受けるためには、インボイスの保存

が必要となります。インボイスとして必要な記載事᪮は、一の書᫏だけで全てが記載されている必要は

なく、例えば、ڎኖ書にインボイスとして必要な記載事᪮の一ᢿが記載されており、実際に取引を行っ

た事実をܲᚇ的にᅆす書᫏（ᡫ帳や、᤼行がႆ行したਰ込金受取書）とともに保存しておけば、仕入税

額控除の要件を満たす（※）こととなります。

　（※）　制度᧏ڼ前にଏにڎኖ書を˺঺している場合には、ૼたにڎኖ書を˺঺する必要はなく、ႇ録

　　　ဪӭ等のインボイス記載事᪮としてɧឱしている事᪮を取引の相手方からᡫჷを受けることに

　　　より対応することもӧᏡです。

５　β税事業者のႇ録手ዓ

　　β税事業者が令和５年10月１日から令和11年Ჳ月�0日までの日のޓする課税期間ɶにႇ録を受

けることとなった場合には、ႇ録日から課税事業者となる経ᢅਜ਼ፗが設けられています。

　　なお、この経ᢅਜ਼ፗの適用を受けてႇ録申請手ዓを行う場合には、消費税課税事業者選択届出書を

提出する必要はありません。

ዮѥ定Ψ帳（仕入） ※は軽減対象

年
ઇ要 税区分 ͈方 円

月 日

ţţ᫢品Ȼ ᫢料品※ ８％

ŨŨՠ事Ȼ ૨৐φ ％

ż帳簿の記載例Ž

② ③①

į

③

（Ү　ኡ　税）

宗教法人もҮኡ税の納税፯務があります。

Үኡ税は、日ࠝの取引にˤって˺঺される一定の૨書に課税される税金で、例えば、消費貸͈に関す

るڎኖ書、請負に関するڎኖ書、金᥉の受取書（領収証）など、Үኡ税法でᙹ定する20ᆔ᫏の૨書によ

り証されるǂƖ事᪮を証ଢするႸ的で˺঺されたもののうƪ、非課税૨書にᛆ当しない૨書（課税૨書）

が課税の対象となります。

１　納税፯務者

　　Үኡ税の納税፯務は課税૨書を˺঺した଺に঺ᇌし、課税૨書の˺঺者が、その˺঺した課税૨書に

ついてҮኡ税を納める፯務があります。

２　宗教法人が˺঺する主な૨書の取ৢい

　　宗教法人が˺঺する૨書の取ৢいについて例を挙げれば、次のようになります。

ኖ書・১ᜄ書ڎ地̅用ـ　①　

　　　宗教法人がـ地の̅用を১ᜄし、これに対し相手方が̅用料をૅ৚うことをኖする૨書は、第１ӭ

　　の２૨書（土地の᝹͈ೌの設定に関するڎኖ書）にᛆ当します。

ኖ書ڎ事（̲ጣ）請負߻　②　

にᛆ（ኖ書ڎ請負に関する）ኖ書は、第２ӭ૨書ڎᚠするۀ事や̲ጣなどを請負業者に߻ᨈ等のݢ　　　

　　当します。

　　※　請負とは、当事者の一方（請負者）がある仕事のܦ঺をኖし、相手方（注૨者）がその仕事のኽ

　　　ௐに対してإᣛをૅ৚うことをϋܾとするڎኖをいいます。

　③　領収証

　　　宗教法人が˺঺する領収証にはҮኡ税は課税されません。

（注）　Үኡ税は૨書に記載されている̾々のϋܾについて課税૨書にᛆ当するかどうかの判断を行い

　　　ます。このため、例ᅆした①のような名ᆅのڎኖ書であっても、その記載ϋܾによっては、課税

　　　૨書にᛆ当しない場合もあります。

３　Үኡ税の納付方法

　　課税૨書の˺঺者は、原則として、課税૨書に課されるǂƖҮኡ税相当額の収入Үኡをᝳり付ける方

法によりҮኡ税を納付します。この場合には、Үᇘ又は署名で、その課税૨書とҮኡのࢢኚとにかけて、

　判ଢにҮኡを消す必要があります。

　Үኡ税の一般的な事௡や手ዓについては、国税࠻țーȠページƂJVVRU���wwY.PVC.IQ.LR�RWDNKECVKQP�

RCORJ�01.JVOƃに掲載のパンフレット「Үኡ税の手引 」をご覧ください。
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（Ү　ኡ　税）

宗教法人もҮኡ税の納税፯務があります。

Үኡ税は、日ࠝの取引にˤって˺঺される一定の૨書に課税される税金で、例えば、消費貸͈に関す

るڎኖ書、請負に関するڎኖ書、金᥉の受取書（領収証）など、Үኡ税法でᙹ定する20ᆔ᫏の૨書によ

り証されるǂƖ事᪮を証ଢするႸ的で˺঺されたもののうƪ、非課税૨書にᛆ当しない૨書（課税૨書）

が課税の対象となります。

１　納税፯務者

　　Үኡ税の納税፯務は課税૨書を˺঺した଺に঺ᇌし、課税૨書の˺঺者が、その˺঺した課税૨書に

ついてҮኡ税を納める፯務があります。

２　宗教法人が˺঺する主な૨書の取ৢい

　　宗教法人が˺঺する૨書の取ৢいについて例を挙げれば、次のようになります。

ኖ書・১ᜄ書ڎ地̅用ـ　①　

　　　宗教法人がـ地の̅用を১ᜄし、これに対し相手方が̅用料をૅ৚うことをኖする૨書は、第１ӭ

　　の２૨書（土地の᝹͈ೌの設定に関するڎኖ書）にᛆ当します。

ኖ書ڎ事（̲ጣ）請負߻　②　

にᛆ（ኖ書ڎ請負に関する）ኖ書は、第２ӭ૨書ڎᚠするۀ事や̲ጣなどを請負業者に߻ᨈ等のݢ　　　

　　当します。

　　※　請負とは、当事者の一方（請負者）がある仕事のܦ঺をኖし、相手方（注૨者）がその仕事のኽ

　　　ௐに対してإᣛをૅ৚うことをϋܾとするڎኖをいいます。

　③　領収証

　　　宗教法人が˺঺する領収証にはҮኡ税は課税されません。

（注）　Үኡ税は૨書に記載されている̾々のϋܾについて課税૨書にᛆ当するかどうかの判断を行い

　　　ます。このため、例ᅆした①のような名ᆅのڎኖ書であっても、その記載ϋܾによっては、課税

　　　૨書にᛆ当しない場合もあります。

３　Үኡ税の納付方法

　　課税૨書の˺঺者は、原則として、課税૨書に課されるǂƖҮኡ税相当額の収入Үኡをᝳり付ける方

法によりҮኡ税を納付します。この場合には、Үᇘ又は署名で、その課税૨書とҮኡのࢢኚとにかけて、

　判ଢにҮኡを消す必要があります。

　Үኡ税の一般的な事௡や手ዓについては、国税࠻țーȠページƂJVVRU���wwY.PVC.IQ.LR�RWDNKECVKQP�

RCORJ�01.JVOƃに掲載のパンフレット「Үኡ税の手引 」をご覧ください。
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Ũ 金ᗡೞ関や税務署のᆸӝが᧏いていなくても納税がでƖて̝МᲛ

（注）1  เඡ所ࢽ税及びࣄᐻ特別所ࢽ税等のᩓ܇納税のみをМ用する場合には、ᩓ܇証ଢ書の取ࢽやႇ録はɧ要です。 

2  宗教法人の代表役ՃのȞイȊンȐーǫーȉもᩓ܇証ଢ書としてごМ用いただけます。 

イ ー タ ッ ク ス

「Ȁイレǯト納付」とは、事前に届出をした᪳ᝪ金ӝࡈからのਰஆにより、簡ҥなદ˺でұ଺又は期日をਦ定して納付す

ることがでƖるᩓ܇納税の納付手െです（Ȁイレǯト納付のМ用に際しては、インǿーȍットȐンǭンǰ等のڎኖは必要あ

りませんが、金ᗡೞ関がȀイレǯト納付に対応していることが必要です。）。

ｅ‐Ｔａｘソフト（WEB版）のご案内

　G�6CZǽフトをインストーȫし、

初期ႇ録を行います。

　ᩓ܇証ଢ書をႇ録することによ

り、所ࢽ税、法人税及び地方法人

税、消費税及び地方消費税等のᩓ܇

申告やӲᆔ申請・届出のᩓ܇提出に

ついてもごМ用いただけます。

　Ǫンȩインで᧏ڼ届出を行う際には、

ᩓ܇納税に必要な納税用ᄩᛐဪӭ、納税

用ǫȊ൞名・名ᆅのႇ録も́せて行って

ください。

　᧏ڼ届出は所轄税務署に書᩿で提出し

て行うこともでƖます。

　เඡ所ࢽ税及びࣄᐻ特別所ࢽ税の納付は、G�6CZțーȠページのG�6CZǽフト（9'$༿）をご

М用になると̝Мです。

　G�6CZǽフト（9'$༿）をごМ用になると、᧏ڼ届出書のǪンȩイン提出から所ࢽ税ࣉ収高計

算書の˺঺・ᡛ̮及び納付までを一ᡲのદ˺で行うことがでƖます。

　ᩓ܇証ଢ書が᳃Ჽǫーȉ

に格納されている場合は、

᳃ᲽǫーȉȪーȀȩイǿが

必要となります。

　税務署や金ᗡೞ関に出Ӽくことなく、ᐯܡやǪフǣス等から「Ȁイレǯト納付」等をМ用して納税でƖ
ます。

Ũ　ᐯܡやǪフǣス等で納税がでƖて̝МᲛ

Ũ　เඡࣉ収税額０円の所ࢽ税ࣉ収高計算書をȇーǿᡛ̮でƖて̝МᲛ

G�6CZのМ用ӧᏡ଺間ϋで、かつ、ごМ用の金ᗡೞ関のǷスȆȠがᆙ΁している଺間であれば、納税でƖます。

G�6CZのМ用ӧᏡ଺間Ჴ້ ୴日᳸金୴日（˞ᅔ日及び１２月２Ჳ日 １᳸月３日を除Ɩます。）

　　　　　　　　　 ２４଺間（˞ᅔ日の፻ᆙ΁日は８଺３０分からМ用᧏ڼします。）

　　　　　　　　　 月୴日、土୴日、日୴日及び˞ᅔ日

　　　　　　　　　 ８଺３０分 ２᳸４଺

※　М用ӧᏡ଺間については、ȡンȆȊンス˺業等により٭୼する場合や、଺期によりࡨ長する場合がありま

　すので、事前にG�6CZțーȠページでごᄩᛐください。

　給与等のૅ৚があり納付税額がない場合でも、เඡࣉ収税額０円の所ࢽ税ࣉ収高計算書ȇーǿをᡛ̮すれ

ば、所ࢽ税ࣉ収高計算書を税務署にਤ参又はᡛ付する必要はありません。

①事前準備（ᩓ܇証ଢ
　書の取ࢽ等）（注）

①事前準備（ᩓ܇証ଢ
　書の取ࢽ等）（注）

③初期ႇ録（ᩓ܇証ଢ書のႇ録等）（注）③初期ႇ録（ᩓ܇証ଢ書のႇ録等）（注）②᧏ڼ届出をǪンȩインで行い、
　М用者ᜤ別ဪӭ等を取ࢽ
②᧏ڼ届出をǪンȩインで行い、
　М用者ᜤ別ဪӭ等を取ࢽ

詳しくは、G�6CZțーȠページƂJVVRU���YYY.G�VCZ.PVC.IQ.LRƃをご覧ください。

ｅ‐Ｔａｘのメリット

ｅ‐Ｔａｘ利用開始までの流れ

（国税電子申告・納税システム）のご案内
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